
豊田市私立幼稚園運営費補助金交付要綱 
 

（趣旨） 
第１条 この要綱は、豊田市補助金等交付規則（昭和４５年規則第３４号。以下「規則」

という。）に定めるもののほか、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第４条第１項第
３号の規定により豊田市内に設置する私立幼稚園の運営費補助金の交付に関し、必要な
事項を定めるものとする。 
（補助金の交付目的） 

第２条 この補助金は、私立幼稚園の健全な運営と、就園する児童がより充実した教育環
境のもと安全に教育を受けられるよう、私学教育の振興を図ることを目的とする。 
（補助事業者） 

第３条 補助金の交付対象者（以下「補助事業者」という。）は、豊田市内における私立幼
稚園の設置者とする。 
（補助金額等） 

第４条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び金額は、次の
とおりとする。 

（１）幼稚園の運営経費 
補助事業者が支出する運営経費のうち、教職員の人件費、研修費及び福利費に係る経

費に対して、別表第１に定める金額を補助する。なお、別表第１における補助金算定園
児数は、当該年度の５月 1 日に在園し、かつ、豊田市内に住所を有する園児数とする。
ただし、補助金算定園児数は、園則に定める定員を限度とする。 

（２）幼稚園の園医経費 
補助事業者が支出する園医（内科、歯科）報酬に係る経費のうち、別表第２に定める

金額を補助する。 
（３）幼稚園の障がい児補助職員の人件費 

補助事業者が支出する障がい児補助職員の人件費のうち、豊田市内に住所を有する園
児のために配置された職員に対し、別表第３に定める金額を補助する。ただし、市⾧が
必要と認めた人数に限る。 
（ 交付 の 申 請 ）  

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、豊田市私立幼稚園運営費補助金交付申請書
（様式第１号）に関係書類を添えて、当該年度の７月末日までに提出しなければならな
い。 
（交付の決定通知） 

第６条 市⾧は、前条の規定により交付申請があり、その内容を適当と認めたときは、予
算の範囲内において交付の決定をし、豊田市私立幼稚園運営費補助金交付決定通知書（様
式第２号）により補助事業者に通知するものとする。 

２ 補助金の交付の決定をする場合は、市⾧は補助金交付の目的を達成するために必要と
認めたときは、条件を付することができる。 



（交付の除外要件） 
第７条 前条の規定にかかわらず、市⾧は、第５条の規定により補助金の交付の申請をし

た者が次のいずれかに該当する場合は、交付の決定を行わないことができる。 
（１）法人等（法人又は団体若しくは個人をいう。以下同じ。）の役員等（法人にあって

は非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人
の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又
は営業所を代表する者をいう。以下同じ。）に暴力団員による不当な行為の防止等に関
する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第６号に規定する
暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員ではないが暴対法第２条第２号に
規定する暴力団（以下「暴力団」という。）と関係を持ちながら、その組織の威力を背
景として暴力的不法行為等を行う者（以下「暴力団関係者」という。）がいると認めら
れるとき。 

（２）暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）がその法人等の経営又
は運営に実質的に関与していると認められるとき。 

（３）法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が
経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用するなどしていると認められ
るとき。 

（４）法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若
しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与
するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 

（５）法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関
係を有していると認められるとき。 

（６）法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知
りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 

（計画変更） 
第８条 補助事業者が、当該決定に係る事業の内容について、次に掲げる変更をしようと

するときは、豊田市私立幼稚園運営費補助金計画変更承認申請書（様式第３号）に関係
書類を添えて提出し、承認を受けなければならない。 

（１）補助事業を廃止又は中止するとき。 
（２）補助対象経費の減少により、交付決定を受けた補助金額が補助対象経費を超えるこ

ととなるとき。 
（３）障がい児数が増加したことにより、補助職員の増員が必要と認められるとき。 

（変更決定通知） 
第９条 市⾧は、前条の規定により当該補助金の交付の変更を承認したときは、豊田市私

立幼稚園運営費補助金変更決定通知書（様式第４号）により、補助事業者に通知するも
のとする。 
（状況報告） 

第１０条 市⾧は、補助事業等を適正に執行させるため、必要に応じ補助事業者に補助事



業等の執行の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。 
（実績報告） 

第１１条  補助事業者は、補助事業が完了（廃止及び中止を含む。）したときは、完了の日
から起算して３０日を経過した日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い期日までに、
豊田市私立幼稚園運営費補助金実績報告書（様式第５号）に関係書類を添えて提出しな
ければならない。 

 （額の確定及び交付） 
第１２条 市⾧は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたと

きは、交付すべき補助金の額を確定し、豊田市私立幼稚園運営費補助金確定通知書（様
式第６号）により通知するものとする。 

２ 市⾧が特に必要と認めたときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を概算払
することができる。 
（検査等） 

第１３条 市⾧は、必要があると認めたときは、補助事業者に対して補助事業に関し必要
な検査をすることができる。 
（関係書類の整理保存） 

第１４条 補助事業者は、補助金に係る収支を整理記帳し、その証拠書類、帳簿等を事業
の完了の翌年度から５年間整理保存しなければならない。 
（交付決定の取消し又は補助金の返還） 

第１５条 市⾧は、補助事業者が規則若しくはこの要綱の規定、補助金の交付の決定に付
した条件、又は市⾧の指示に違反したときは、補助金の交付の決定額の全部若しくは一
部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。 
（委任） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市⾧が別に定める。 
 

附 則 
この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和３年１月１日から施行する。 

附 則 
この要綱は、令和５年１月１日から施行する。 
  附 則 
この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 



別表第１（第４条第１号関係） 
教職員人件費・研修費・福利費経費に対する補助 

補助金算定園児数 補助金額 

       70 人未満 1,200,000 円 
 70 人 ～ 104 人 1,600,000 円 
105 人 ～ 139 人 2,000,000 円 
140 人 ～ 174 人 2,400,000 円 
175 人 ～ 209 人 2,800,000 円 
210 人 ～ 244 人 3,200,000 円 
245 人 ～ 279 人 3,400,000 円 
280 人以上 3,500,000 円 

 
 
別表第２（第４条第２号関係） 

園医経費に対する補助 
補助金額は、次により算出された金額とする。ただし、２００,０００円を限度
とする。 
 
園医報酬に係る経費（基本料＋管理料）×１／２ 
 

 
 
別表第３（第４条第３号関係） 
  障がい児補助職員の人件費に対する補助 

補助職員１人当たりの補助額を次により算出し、補助対象となる職員の合計を
補助金額とする。ただし、１人１月当たり４０,４００円を限度とする。 
 
補助職員の給料（月額）×１／２×配置月数 
 

 
  


